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１．趣旨 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号。以下「法」という。）

に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国

民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ

公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質か

つ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。 

上記を踏まえ、国土交通省航空局は、公共サービス改革基本方針（平成 28年 6月 28日閣議決定）

別表において民間競争入札の対象として選定された国際航空旅客動態調査（以下「本業務」という）

について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）

を定めるものとする。 

 

２．本業務の概要 

本業務は、国際航空旅客の需要動向予測の基礎資料作成等に必要な、国際航空旅客の個人属性や流

動パターン等の把握を目的として実施している。 

（１）調査の対象 

   調査実施期間中に国際定期路線を利用して出国した日本人・外国人旅客及び通過（トランジッ

ト）・乗換（トランスファー）旅客を対象とする。 

（２）調査対象空港 

   調査実施期間中に国際定期便及び定期的に就航するプログラムチャーター便が就航している

国内の全空港を対象とする。 

（３）調査の時期 

   調査は、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ航空需要の回復傾向を詳細に把握する

ため、令和 5、6 年度は 5 月、8 月、11 月、1 月の 4 回、航空旅客需要が令和元年度レベルにま

で回復すると推計されている令和 7年度は、通年と同様に、原則旅客数がピークとなる８月（以

下「ピーク時」という）及びオフピークとなる１１月（以下「オフピーク時」という）の年２回

実施する。 

（４）調査事項 

   調査項目は、出発便名、旅行目的、アクセス手段等であり、「アンケート用紙」【別紙１】を基

本とする。 

（５）調査の方法等 

旅客ターミナルビル内（制限区域内）で、調査票に記載される内容についてアンケート調査を

実施すること。 

また、ラウンジ利用の旅客については、各航空会社のラウンジの入口付近において調査員がア

ンケート票を配る方式、または、ラウンジの入口に調査票を設置し、利用者自らが記入し回収箱

にて回収する方式とする。 

加えて、タブレット端末や QR コードを活用したオンラインによる調査についても試行的に実

施する。 
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３．本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項 

 民間事業者は、本業務の履行に関し、業務管理及び統括等を行う、作業責任者を置くものとする。

（以下「作業責任者」という） 

 国土交通省航空局は、作業責任者に対する業務の指示、確認の申出または質問に対する承認・回答・

協議、その他業務の進捗の確認等を行うため、監督職員を置くものとする。（以下「監督職員」とい

う） 

 

３．１．本業務の詳細な業務内容 

（１）業務期間 

令和 5年 4月から令和 8年 3月 31日（令和 5年度調査から令和 7年度調査）までとする。 

（２）貸与資料 

   国土交通省航空局は、民間事業者に、調査報告書（令和元年度、令和 3年度、令和 4年度分）

及び過去に使用した調査票（外国語のものを含む）を貸与するものとする。なお、民間事業者は

当該資料の使用が終了次第、速やかに国土交通省航空局へ返却するものとする。 

（３）業務の引継ぎ 

国土交通省航空局は、業務の引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者に対して必要な措置

を講ずる。 

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、業務内容を明らかにした書類等により、

国土交通省航空局から業務の引継ぎを受けるものとする。 

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、国土交通省航空局の負担となる。 

（４）民間事業者の実施業務内容 

 本業務は、我が国における国際航空旅客の流動パターンや旅行目的等を把握するため、国際航

空旅客へのアンケート調査による流動実態調査を実施するものである。実施した調査の結果か

ら、２週間の旅客動態を推計し（以下「週間拡大推計」という）、調査年度の動向、特徴につい

て整理する。 

また、調査前年度の国際航空旅客動態調査（以下「前年度調査」という）結果から、前年度の

年間旅客動態を推計し（以下「年間拡大推計」という）、国際航空旅客の動態について分析する。 

   詳細な業務内容は以下による。 

１）計画準備  

民間事業者は、業務概要、工程、体制表等を記載した業務計画書を作成するとともに、監督職

員と事前協議の上、以下に挙げる計画準備を行うこと。 

①調査票等の作成 

調査票は「アンケート用紙」【別紙１】を基本とし、変更が必要な場合は、監督職員と協

議の上、決定する。また、外国人旅客及びトランジット・トランスファー旅客の調査票につ

いては、調査を実施する上で必要な言語数分の調査票を作成し、複製すること。なお、翻訳

を行った調査票は過去のものを基本とし、調査票に変更がある場合等は民間事業者におい

て翻訳作業を行うものとする。また、翻訳作業を行うにあたっては、バックトランスレーシ

ョン等により、翻訳が確実に行われたことを確認すること。 
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調査を実施する上で必要な言語とは、１５カ国語（日本語・英語・中国語（繁体字・簡体

字）・韓国語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・

インドネシア語・タイ語・ベトナム語・フィリピン語及びアラビア語）を想定しているが、

過去の調査実績を参考に、必要な言語を変更する場合には監督職員と協議の上、決定する。 

令和 3年度の調査において、調査対象ごとの獲得サンプル数は、日本人旅客 2,684サンプ

ル、外国人旅客 2,295 サンプル、トランジット・トランスファー旅客 986 サンプルであっ

た。また、使用した言語は上記１５カ国語であり、外国人旅客及びトラジット・トランスフ

ァー旅客に使用した言語ごとの割合は英語 52.8％、フィリピン語 18.6％、韓国語 6.7％、

中国語（簡体字）4.6％、中国語（繁体字）4.5％、その他の言語 12.8%であった。 

なお、参考として新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度調査においては、獲得サ

ンプル数は、日本人旅客 14,008サンプル、外国人旅客 22,414サンプル、トランジット・ト

ランスファー旅客 2,498サンプルであった。また外国人旅客、トランジット・トランスファ

ー旅客に使用した言語ごとの割合は中国語（繁体字）30.2％、中国語（簡体字）28.0％、英

語 19.7％、韓国語 15.8％、その他の言語 6.3％であった。 

②目標サンプル数の設定 

過年度調査と同等程度のサンプルを回収するものとし、統計的に有意なサンプル調査とな

るよう、空港別に目標サンプル数を定めること。目標サンプル数の設定については、前年度

調査結果及び旅客実績を参考に、最終的な目標サンプル数を監督職員と協議の上、決定する。 

③アンケート調査実施期間の決定 

アンケート調査の実施期間は、東京国際空港・成田国際空港・中部国際空港・関西国際空

港については、令和 5、6年度は調査月ごとに 7日間ずつの計 28日間程度／年、令和 7年度

はピーク時の７日間及びオフピーク時の７日間の計１４日間程度／年、他空港については、

令和 5、6年度は調査月ごとに 2日間ずつの計 8日間程度／年、令和 7年度はピーク時の２

日間及びオフピーク時の２日間の計４日間程度／年とする。 

なお、空港ごとの調査日程は同日である必要はない。令和 3年度の調査日程は、国土交通

省 HP（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk6_000001.html）において公表する資料「令和

3 年度国際航空旅客動態調査-週間拡大結果-」P3 を参照。 

また、調査の結果、獲得サンプル数が目標サンプル数に満たない場合は、調査の再実施に

ついて、監督職員と協議の上、決定する。 

④調査員配置の計画 

空港別に、目標サンプル数、就航状況及びターミナルビルでの実査環境等を考慮して回収

に必要となる調査員数の配置計画を立て、調査実施までに監督職員の承諾を得ること。この

際、以下の点に留意した配置計画とすること。 

イ．サンプルに偏りが生じないよう、全ての出発便からランダムにサンプルを獲得できるこ

と。具体的には、上記②で設定した目標サンプル数を獲得できるよう、出発便ごとに獲

得すべきサンプル数を算出する。 

ロ．外国人に対応する調査員については、就航路線を考慮した上、調査協力を求められるよ

う外国語（英語、中国語、韓国語等）が堪能な者を配置すること。なお、ここでいう外

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk6_000001.html
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国語が堪能な者は、複数の外国語に対応できる必要はない。 

⑤調査のオンライン化に向けた試行 

 調査のオンライン化に向けて、主要国際空港の４空港（成田国際空港、関西国際空港、中部

国際空港、東京国際空港）のうち１つ以上の空港において、紙媒体のみではなく、タブレット

端末、QRコード等を活用して、オンライン調査を試行し、今後の調査方法について検討する。 

 試行結果について、1年ごとに、目標サンプル数獲得の達成有無及びそれに要する期間に関

して点検・評価・見直しを実施し、次年度に対象空港の拡大も踏まえつつ調査方法を再検討し

再試行するものとする。 

なお、調査対象空港、調査方法の詳細については監督職員と協議の上、決定する。 

２）関係者との調整等 

①事前説明会の実施 

民間事業者は、アンケート調査実施前（概ね調査開始日の１ヶ月前）に調査対象の各空港

において、関係機関を対象に事前説明会を実施し、以下イ～ホの調整を行うこと。 

なお、関係機関とは、財務省（税関支署・税関出張所）、法務省出入国在留管理局（支局・

出張所）、厚生労働省検疫所（支所・出張所）、警察署・派出所、成田国際空港株式会社・関

西国際空港株式会社・中部国際空港株式会社、空港ビル会社各社、航空会社各社、自治体管

理事務所、地方航空局（空港事務所・出張所）の中から、国土交通省航空局が各空港の特性

を考慮し指定するものとする。 

イ．調査実施に当たり必要となる申請等書類 

関係機関への調査当日の調査員名簿の提出の有無、制限区域内立入申請書等の提出時期

及び提出部数等 

ロ．調査場所の確認と制限区域内立入ルートの確認 

ハ．緊急時の連絡体制  

夜間休日を含み、緊急時の連絡先及び体制について関係機関と調整すること。 

ニ．対象空港に乗り入れる全航空会社の調査実施週における便別旅客実績データ（出国日本

人、出国外国人、トランジット・トランスファー別）提供依頼 

ホ．その他、駐車場の借用や調査員控室の借用、アナウンスの依頼等 

②事前準備 

事前説明会実施後、民間事業者は、調査に当たり必要な申請等書類を速やかに準備し、調

査工程に遅れのないよう関係機関に提出すること。また、調査が滞りなく実施されるよう、

調査方法等を詳細に記載した調査マニュアルを作成・整理し、綿密に準備を進めること。な

お、事前説明会の調整事項、申請等書類及び調査マニュアルについては、速やかに監督職員

へ報告するものとする。 

３）調査実施 

民間事業者は、全空港で調査が滞りなく実施され、問合せや苦情、その他トラブルが発生した

際にも速やかに対処できるよう調査マニュアルにて対応方針を計画し、各空港の全ての調査に

ついて管理・監督を行うこと。 

調査の概要は次のとおりとする。 
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① 調査対象 

 調査対象者は、調査実施期間中に対象空港から出国する旅客（日本人・外国人）及び東京

国際空港・成田国際空港・関西国際空港を利用するトランジット・トランスファー旅客とす

る。サンプルに偏りが生じないよう、全ての出発便からランダムにサンプルを獲得すること。 

調査対象空港は、国内において、調査実施期間中に国際定期便及び定期的に就航するプロ

グラムチャーター便が就航している全空港を対象とする。 

②調査方法 

旅客ターミナルビル内（制限区域内）で、調査票に記載される内容について下記イ、ロの

通り、アンケート調査を実施すること。 

また、ラウンジ利用の旅客については、各航空会社のラウンジ入口付近において調査員が

アンケート票を配る方式、または、ラウンジの入口に調査票を設置し、利用者自らが記入し

回収箱にて回収する方式とする。 

なお、調査の効率化に資する方法があれば、民間事業者において積極的に提案し、監督職

員と協議の上、決定する。 

イ．日本人 

日本語の調査票により調査員が面接して質問し、その結果を調査員が調査票に記入する

方法を原則とする。 

ロ．外国人 

外国語の調査票により調査員が面接して質問し、その結果を調査員が調査票に記入する

方法、または、被調査者に自らが最も回答しやすい調査票を複数言語の調査票の中から

選択してもらい、被調査者自ら記入する方式とする。 

４）有効票の抽出 

得られたアンケート票の回答内容をデータ集計フォーマットに入力し、電子データ化するこ

と。 

また、データの論理チェックの指針を作成し、論理的に整合していない回答があった場合には

指針に従って修正を行い、有効サンプルを抽出すること。論理チェックの指針の作成にあたって

は、無効票の発生を抑制し、得られたアンケート票の回答を最大限活用できるように留意するこ

と。 

なお、データの論理チェックの指針は、前年度の指針を参考に作成し、監督職員の承認を得る

こと。 

５）集計 

①調査実施年度の結果の週間拡大推計 

調査実施後、海外へ運航している航空会社より便別旅客実績データを速やかに回収し、こ

のデータに基づき、母集団の把握及び拡大層の検討を行ったうえで、本業務で得られたデー

タについて週間拡大推計を行い、マスターデータを作成すること。 

②クロス集計表の作成 

上記週間拡大推計にて作成したマスターデータから、クロス集計表を作成すること。クロ

ス集計表は、前年度調査結果を参考に、監督職員と協議の上、決定するものとし、調査内容
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の概要記載や図表等を用いてわかりやすくまとめること。 

③ 前年度調査結果の年間拡大推計 

前年度調査の週間拡大推計データを用いて、年間拡大推計を実施すること。 

年間拡大推計では、出入国管理統計年報（法務省）を基に演算条件を設定し、フレーター

計算による年間拡大のクロス集計表データを作成することとし、当該集計表に基づいて週

間データの各レコードについて拡大係数の演算を行う。さらに、演算結果について整理し、

マスターデータを作成することとする。 

６）国際航空旅客の動向等に関する分析 

本業務及び過年度調査の結果を基に、国際航空旅客の動向、特徴について検討・分析し報告書

にとりまとめること。なお、検討・分析については、過年度の調査結果、出入国管理統計（法務

省）、四半期別 GDPの推移（内閣府）及び主要為替レートの推移（YOMIURI ONLINE）を参考とし、

航空情勢を考慮すること。 

検討・分析内容は、国際航空旅客の動向変化に係る要因、航空情勢の変化（空港整備や新規 LCC

の参入等）の影響等を分析するものとし、詳細については監督職員と協議の上、決定すること。 

７）成果品 

以下の①～④を、調査当該年度の年度末までに国土交通省航空局に納品し検査を受けること。 

成果品の内容については、監督職員の指示を受けることとし、特定の個人名、会社名等これらが

推定されるような記載をする必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議し承諾を得るこ

と。 

成果物の権利は、全て国土交通省航空局に帰属するものとし、著作者人格権については、これ

を行使してはならない。 

①国際航空旅客動態調査 報告書 製本版３部  

イ．年度ごとに実施した全ての調査結果及び本業務における今後の課題等について簡潔に

記載するほか、以下の項目についてとりまとめること。 

・調査概要 

・アンケート調査の内容 

・週間拡大結果 

・データ作成、基礎集計及び週間拡大するに当たり必要としたバックデータ 

ロ．前年度調査結果の年間拡大推計作業について、以下の項目についてとりまとめること。 

・調査概要 

・年間拡大推計方法 

・年間拡大推計結果 

・データ作成、基礎集計及び週間拡大値を年間拡大するに当たり必要としたバックデータ 

ハ．分析業務については、国際航空旅客の動向、特徴について検討・分析しとりまとめる

こと。 

②前年度の国際航空旅客動態調査 集計結果報告書 製本版３部 

前年度調査結果の内容（上記①ロ）について、年間拡大作業内容及びそのクロス集計結果

を、図表等を用いて詳細かつわかりやすくとりまとめること。 
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③国際航空旅客動態調査 参考資料 簡易製本又はファイル綴じ３部 

調査全体を通して、３．１（４）．１）～６）の実施内容を具体的に記載し、今後の課題

を抽出し報告することにより、報告書の活用方法や次年度以降の調査に役立つ検討を行う

ための基礎資料となるよう、以下の項目についてとりまとめること。 

・業務計画に係る事項（業務概要、業務工程表、業務体制表、打合せ計画、関係機関との

調整事項、実施方針） 

・調査実施当日のスケジュール及び調査員配置計画 

・調査マニュアル（調査実施、調査員指導、照会対応、守秘義務遵守等に係るマニュアル） 

・詳細なアンケート調査実施状況資料 

・具体的な集計方法や拡大方法 等 

④国際航空旅客動態調査 報告書等関係資料一式 電子データ１部 

上記①～③のデータをとりまとめ、ＣＤ－ＲＯＭにて１部提出すること。また、調査結果

の公表のため、調査実施年度の国際航空旅客動態調査の週間拡大結果について、調査内容及

びそのクロス集計結果等についてとりまとめること。さらに別ファイルで調査票入力項目

の説明を記載したデータファイルを収納すること。 

（５）情報セキュリティ管理 

民間事業者は、適切に情報セキュリティ及び個人情報保護を確保するものとし、特に以下１）～

３）の点に留意すること。  

また、民間事業者は、本業務で知りえた保護すべき情報（契約を履行する一環として民間事業者

が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを国土交通省航空局が

同意していない一切の情報をいう。）を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置

を講ずること。 

民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員、その他の本業

務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、これらの

者が業務上知り得た秘密を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場

合には、統計法（平成 19年法律第 53号）第 59条により罰則の適用がある。 

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

１）調査票情報等の管理にあたっては、「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライ

ン 」（ 総務省ホームページ： 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/houki.htm を参照）に則り対応するこ

ととし、必要事項を業務計画書に記載すること。 なお、業務完了時においては、納入成果品デ

ータ及び調査関係書類などの資料、電子媒体等は、監督職員の承諾を受けたうえで、裁断・粉砕

等により廃棄し、廃棄を証明する資料を提出すること。 

２）情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、業務の履行中・履行後を問わず、速やか

に事実関係等について監督職員に報告し、今後の対応方針について協議すること。 

３）民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は国土交通省航空局以外

の者との契約に基づき実施する事業に用いてはならない。 

（６）業務受託に関する留意事項 
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１）設備と場所 

民間事業者は、本業務を実施するために、調査関係資料を厳重に管理する保管庫、電話        

設備、ＦＡＸ、インターネット、パソコン等の必要な設備と場所を用意する。 

２）名称の使用等 

民間事業者は、「国際航空旅客動態調査」という名称を用い、国土交通省航空局の受託者であ

る旨を明らかにして実査、照会対応等を実施する。また、調査客体からの調査票の保管場所を自

ら確保する。 

３）連絡・調整担当者 

民間事業者は、本業務の適切な実施を確保するために、国土交通省航空局との連絡・調整を行

う担当者を配置すること。担当者は業務時間内（平日 9：30～18：15）においては、速やかに連

絡・調整が取れる状態を保つこととし、国土交通省航空局との連絡・調整は、この担当者を経る

こととする。 

４）研修の実施 

本業務の実施に当たり、実査や審査を実施する者、調査票や個人情報が記された書類等を取り

扱う者等に対し、調査内容や守秘義務等の遵守事項について十分理解できる研修を事前に行う

こと。研修内容、スケジュールについては、事前に国土交通省航空局の了承を得ること。 

５）調査員の確保 

  空港別に設定された目標サンプル数を回収できるよう、調査員を確保すること。 

調査を実施する際に、民間事業者が本業務のために調査員を確保する場合、民間事業者は調査

員に対して、必要な研修等を実施する。 

 

３．２．国際航空旅客動態調査の実施に当たり確保されるべきサービスの質 

本業務を実施するにあたって、確保されるべき質として求められるものは、以下のとおりである。 

（１）スケジュールの順守 

本業務の実施に当たり、国土交通省航空局と調整の上、スケジュールに沿って確実に業務を遂

行すること。 

（２）マニュアルによる対応 

問合せ・苦情・照会対応業務においては、対応マニュアル等を作成し、適宜対応すること。ま

た、実査業務に当たり、調査方法を記載した対応マニュアルを作成し、滞りなく調査を実施する

こと。 

（３）目標サンプル数達成率 

   本業務を通じ、ピーク時及びオフピーク時の各アンケート調査における調査票の目標サンプ

ル数達成率（目標サンプル数に対する獲得サンプル数の割合とし、以下「達成率」という）が、

100%を下回ってはならない。達成率が、100%を下回り、民間事業者の責めによらない場合は、調

査の再実施の要否を国土交通省航空局と協議する。 

なお、達成率が 100%を下回った場合は、その要因について分析し、国土交通省航空局に報告

するとともに、達成率を確保する上で必要な改善策を検討する。 
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３．３．業務の改善策の作成・提出等 

民間事業者は、次の（１）又は（２）の場合、速やかに業務の改善策（国土交通省航空局への提案

を含む）を作成及び提出し、国土交通省航空局の承認を得た上で改善策を実施するものとする。 

なお、民間事業者は、改善策の作成、提出及び実施に当たり、国土交通省航空局に対して必要な助

言及び協力を求めることができる。 

（１）民間事業者が業務の実施結果を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、業務の改善が必要

と判断した場合 

（２）国土交通省航空局が、９．１．（２）に示す報告や３．１．（４）７）に示す報告書・成果品の

確認、または、業務の実施状況を観察することにより、業務の質が満たされないことが明らか

になり、業務の改善が必要と判断し、民間事業者に対して業務の改善を求めた場合 

 

３．４．契約の形態及び支払 

（１）契約の形態 

   契約の形態は請負契約とする。 

（２）請負費の支払い方法 

１）国土交通省航空局は、業務期間中の検査・監督を行い、業務の質の確保状況を確認した上で、

請負費を支払うものとする。検査・監督の結果、業務の質が確保されていない場合、国土交通省

航空局は業務を行うように指示し、民間事業者に対し速やかに業務改善書を国土交通省航空局

に提出させるものとする。国土交通省航空局は業務改善の確認ができない限り請負費の支払い

は行わないものとする。 

２）請負費の支払いにあたっては、民間事業者は当該年度分の業務完了後、国土交通省航空局との

間で定める書面により当該年度分の支払い請求を行い、国土交通省航空局は、これを受領した日

から３０日以内に業務の達成状況に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。 

 

３．５．法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の（１）又は（２）の

いずれかに該当する場合には国土交通省航空局が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及

び損害については民間事業者が負担する。 

（１）本業務に影響を及ぼす法令、基準等の変更 

（２）消費税その他の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

 

４．実施期間に関する事項 

請負契約の契約期間は、令和 5年 4月から令和 8年 3月 31日までとする。 

 

５．入札参加資格に関する事項     

（１）法第１５条において準用される第１０条各号（ただし、第１１号を除く。）に該当するもので

ないこと。 

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条の規定
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に該当しないものであること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（３）予決令第７１条の規定に該当しないこと。 

（４）令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、

Ｃ又はＤ等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。 

（５）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料（以下「申請書類」という。）の提出期限

の日から開札の時までの期間に、航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領」（昭和５９年６月２８日付空経第３８６号。）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省

公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（７）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第

88 号）（第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若し

くは処分（指導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でないこと。（これらの規定に違反

して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。） 

（８）12（４）の評価委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者と資本若しくは人事面に

おいて関連のある事業者でないこと。 

（９）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（１０）労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれら

に係る保険料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近２年間の保険料の未

納がないこと。） 

（１１）入札参加者は、取り扱いサンプル数が２千件／週以上又は３百件／日以上で、複数箇所にわ

たるアンケート調査の実績があること。また、その調査を管理する立場として従事した実績のあ

る者を、作業責任者として配置できること。 

（１２）入札参加グループでの入札について 

１）適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、

申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグルー

プ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若

しくは単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び

他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明

記した入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）（以下「協定書」という。）

を作成し、申請書類と併せて提出すること。 

２）入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札

参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国土

交通省航空局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。 

３）入札参加グループの代表企業は、上記（１）から（１０）までの全ての要件を満たし、かつグ

ループを統括できる作業責任者を配置できる体制を有すること。また入札参加グループの構成

員は、上記（１）から（９）までの全ての要件を満たしていること。 
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６．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札に係るスケジュール     

１）入札公告    令和 4年 12月中旬頃 

２）入札説明書の交付   １）と同日 

３）質問受付期限   令和 5年 1月下旬頃 

４）資格審査及び技術提案書の審査 令和 5年１月下旬頃 

５）入札書類提出期限   令和 5年 3月上旬頃 

６）開札、落札予定者の決定  令和 5年 3月下旬頃 

７）契約締結    令和 5年 4月上旬頃 

（２）入札の実施手続 

１）入札説明書交付後の質問受付 

入札公告以降、国土交通省航空局において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容

や入札に係る事項について、入札説明書交付後に、国土交通省航空局に対して質問を行うことが

できる。また、入札説明書の交付を受けたものが希望する場合においては、本実施要項や入札に

係る事項又、本業務内容について、入札説明書交付後に、国土交通省航空局に対して、個別に説

明をうける機会を設けるよう求めることができる。質問内容及び国土交通省航空局からの回答、

個別説明における質問内容は原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することと

する。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質

問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

２）提出書類 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、入札金額を記載した書類（以下「入札

書」という。）、申請書類、技術提案書、誓約書及び意見聴取対象者リストを提出すること。また、

本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。 

①入札書 

入札金額（入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約期間内全ての本業務に対する報酬総額の 110分の 100に相当する金額）

を記した書類 

②申請書類 

イ. 競争参加資格確認申請書【別添２】 

ロ. 競争参加資格確認資料【別添３】 

ハ. 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し（任意様式） 

③技術提案書 

総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類 

入札参加者が提出する技術提案書【別添４】には、７で示す総合評価を受けるため、以下

イ～ルの事項を記載し提出することとする。 

イ. 業務計画 

仕様等の内容に沿った目的、条件、内容がされており、計画的な業務の履行が見込まれ
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ること。 

ロ. 実施体制 

業務全体の管理体制及び責任の所在が明確になっていること。また、本業務を確実に実

施するための要員を確保している又は確保する体制が備わっていること。 

ハ. 情報管理 

本業務にて知り得た情報及び入手した調査票情報の管理体制が適切であること。 

ニ． 調査日設定 

調査日設定の考え方は、効率的な調査票回収を考慮し、円滑かつ実効性があり有効なも

のであること。 

ホ． 調査員 

調査員の人員体制の考え方は、効率的な調査票回収を考慮し、円滑かつ実効性があり、

有効なものであること。また、調査員に対する教育内容が、業務に必要かつ円滑に実施す

るため有効なものであること。 

ヘ． 照会対応 

照会（問合せ・苦情等）について、適切な対応が計画されていること。 

ト. 調査結果の審査計画 

回収した調査票及び集計結果の審査について、適切な計画及び体制が備わっていること。 

チ. 国際航空旅客の動向等に関する分析 

調査結果の検討・分析の考え方や手法が適切に計画されていること。 

リ. 入札参加希望者の資格・実績等 

入札参加希望者が本業務を請け負う上での専門知識・能力・経験の有無。 

ヌ. ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）」、「次世代

育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）」及び「青少年の雇用の促進等に関する法

律（昭和 45年法律第 98号）」に基づく認定を受けている者は、認定通知書の写しを提出す

ること。 

ル. 配置予定作業責任者の資格・実績等 

配置予定作業責任者が本業務を実施する上での専門知識・能力・経験の有無。 

④誓約書【別添５】 

入札参加者は、法第１０条第４号及び第６号から第９号までの暴力団排除条項に該当し

ないこと等に関する誓約書を提出すること。 

⑤意見聴取対象者リスト【別添６】 

入札参加者は開札後、国土交通省航空局の求めに応じ、速やかに意見聴取対象者リスト

を提出すること。 

   ⑥従業員の賃金引上げに関する実施状況 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3年 11月 19日閣議決定）及び「緊

急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～」（令和 3年 11月 8日新

しい資本主義実現会議）に基づき、賃上げを行う企業について評価する。 
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以下のいずれかに該当する賃上げの実施状況を、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を

添えて、提示すること。 

 

(1) 令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和４年（暦年）以降において、対

前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 3％以上増加させる旨、従業

員に表明していること【大企業】※1※２ 

(2) 令和４年４月以降に開始する最初の事業年度または令和４年（暦年）以降において、対

前年度または前年比で給与総額を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中

小企業等】※1※２ 

 

※１ 中小企業等とは、法人税法（昭和 40年法律第 34号）第 66 条第２項又は第３項に該

当する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。大企業はそれ以外の者

のことをいう。 

 

※２ 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別添７の１又は別添７の２の「従業員へ

の賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出すること。 

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した

率の賃上げを最終事業年度等及びその前事業年度等に実施したかどうか、当該落札者の契

約期間終了後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下

に示す書類を契約期間終了後、速やかに支出負担行為担当官に提出するものとする。 

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度

とその前年度の「法人事業概況説明書」（別添８）の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役

員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従業員等の状

況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表」（別添９）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の

総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。（※３及び４） 

 

※３ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別添８の

「合計額」と、暦年単位の場合は別添９の「支払金額」とする。 

 

※４ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等

の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認め

られる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 

 

上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基

準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別
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途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式

による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配

点）の減点を行う。 

 

３）紙入札方式による開札にあたっての留意事項 

①開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理

人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

②入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 

③入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出

しなければならない。 

④入札参加者又はその代理人は、入札中は契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

 

７．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものとする。 

落札者決定にあたっての質の評価項目の設定は、「評価項目一覧表」【別添１】のとおり。なお、評価

は、国土交通省航空局に設置する航空局総合評価委員会において行うものとする。 

 

７．１．落札者を決定するための評価の基準 

（１）技術評価点（得点配分 106点） 

技術評価は、提出された技術提案書の内容が、業務の趣旨に沿った実行可能なものであるか

（必須項目）、また、効果的なものであるか（加点項目）について行い、必須項目審査の得点（以

下「基礎点」という。）と加点項目審査の得点（以下「加点」という。）の合計点を技術評価点と

する。 

１）基礎点（25点） 

必須項目について審査を行い、その全てを満たしている提案には基礎点 25 点を与え、その一

つでも満たしていない場合は失格とする。 

２）加点（81 点満点） 

必須項目の審査で合格になった入札参加者に対して、「評価項目一覧表」【別添１】上の「加点」

の項目について審査を行う。効果的な実施が期待されているかという観点から、入札参加者の技

術提案を絶対評価することにより加点する。 

具体的には、評価者は、加点項目ごとに入札参加者の技術提案書の内容を評価基準により評価

する。 

（２）価格評価点（得点配分 50点） 

入札価格に係る評価点については、入札参加者が提示した入札価格に応じて得点が計算され

る。 
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７．２．落札者の決定     

（１）落札方式 

次の要件を共に満たしている者のうち、「（２）総合評価点の計算」によって得られた数値の最

も高い者を落札予定者とする。 

１）入札価格 

入札価格が予定価格の範囲内であること。 

２）必須要件 

「評価項目一覧表」【別添１】に記載される要件のうち必須とされる項目を全て満たしている

こと。 

（２）総合評価点の計算  

１）総合評価点の算出方法 

総合評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

 総合評価点 ＝       [技術評価点]         ＋    [価格評価点] 

         ＝ [基礎点(25点)＋加点(81点満点)]＋[(１－入札価格／予定価格)×50 点] 

２）価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

価格評価点の配分点は 50点とする。 

価格評価点＝（1－入札価格／予定価格）×価格評価点の配分点（50 点） 

３）技術評価点の算出方法 

技術資料の内容に応じ、以下①～⑪を踏まえた評価を行い、技術評価点を与える。 

なお、技術評価点の配分点は 106点とする。 

①業務計画 

②実施体制 

③情報管理 

④調査日設定 

⑤調査員 

⑥照会対応 

⑦調査結果の審査計画 

⑧国際航空旅客の動向等に関する分析 

⑨入札参加希望者の資格・実績等 

⑩ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 

⑪配置予定作業責任者の資格・実績等 

⑫従業員の賃金引上げに関する実施状況 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝技術評価点の配分点×（技術評価の得点合計／技術評価の配分点） 

技術評価の得点合計＝（実施方針・計画に係る評価点）＋（配置作業責任者等の経験及び能力

に係る評価点） 

実施方針・計画に係る評価点＝①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧の評価点 
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配置予定作業責任者等の経験及び能力に係る評価点＝⑨+⑩+⑪＋⑫の評価点 

（３）その他 

１）必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札がない場合は、直ちに再

度の入札を行う。 

２）落札予定者となった者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲

内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い１者を落札者とすることが

ある。 

３）落札予定者となるべき者が２者以上あるときは、くじによって落札予定者を決定する。また、

当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない国土

交通省航空局の職員にくじを引かせ落札予定者を決定する。 

４）国土交通省航空局は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、

落札者の総合評価点等について公表するものとする。  

 

７．３．初回の入札で落札者が決定しなかった場合の措置 

国土交通省航空局は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須項目を全て満たす入札

参加者がなかった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、原則として、

入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

 

８．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

(１)開示情報 

国際航空旅客動態調査における従来の実施状況に関する情報の開示については、「従来の実施状

況に関する情報の開示」【別紙２】のとおりとする。 

１）従来の実施に要した経費 

２）従来の実施に要した人員 

３）従来の実施に要した施設及び設備 

４）従来の実施における目的の達成の程度 

５）従来の実施方法等 

６）その他、従来の実施に使用した様式等 

 (２)追加資料の開示 

民間競争入札に参加する予定の者から前項５）「従来の実施方法等」の詳細な情報等の開示につ

いて要望があった場合は、国土交通省航空局は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応

するよう努めるものとする。 

 

９．民間事業者が国土交通省航空局に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措

置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 
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９．１．民間事業者が報告すべき事項 

（１）業務計画書 

   民間事業者は、契約締結後、以下の事項を記載した業務計画書を作成し、監督職員に提出しな

ければならない。 

１）業務概要 

２）業務工程表 

３）業務体制表 

４）打合せ計画 

５）関係機関との調整事項 

６）実施方針 

７）その他監督職員へ承認・協議を得る必要がある事項等 

（２）報告等について    

３．２．で設定した「質の確保」がなされること、または、なされていることを確認するため、

民間事業者は、次の１）～３）にて国土交通省航空局と協議・報告を行うこと。 

その他、監督職員から指示のあった事項については可及的速やかに対応するものとし、監督職

員又は民間事業者が必要と認めた時には打合せを行う。この際、電話や電子メールを積極的に活

用するものとする 

１）事前協議（調査実施年度ごとの業務着手時 １回／年） 

   調査の開始に当たり、業務計画書を作成し、調査履行体制、関係機関との調整事項、動態調査

の実施方針等について協議する。 

２）中間報告（調査実施年度ごとの各月調査終了後 令和 5，6年度にあたっては 4回／年、令和

7年度にあたっては２回／年） 

調査票回収数等を整理し、追加調査の必要性について報告する。追加調査を実施する必要があ

る場合には関係機関との協議事項や調査計画について協議する。 

３）最終報告（調査実施年度ごとの業務完了時 １回／年） 

当該年度に実施した業務結果全体を報告し、当該年度の調査完了について監督職員の承諾を

得るものとする。 

（３）国による調査への協力 

国土交通省航空局は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために、必要があると認めると

きは法第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち

入り、実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することが

できる。 

立入検査をする国土交通省航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26条第

１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行

し、関係者に提示することとする。  

（４）指示について 

国土交通省航空局は、本業務を適正かつ確実に実施させるために、必要があると認めるときは、

民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。なお、上記に加え、業
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務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。 

 

９．２．秘密を適正に取り扱うために必要な措置     

民間事業者は、本業務に関して国土交通省航空局が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び

業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な

措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員、

その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用し

てはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用が

ある。 

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

 

９．３．契約に基づき民間事業者が講ずべき措置     

（１）請負業務の開始及び中止    

１）請負業務の開始 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければ

ならない。 

２）本業務の中止 

民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、国

土交通省航空局の承認を受けなければならない。 

（２）公正な取扱い 

１）民間事業者は、本業務の実施にあたって、調査客体を具体的な理由なく区別してはならない。 

２）民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無により区別して

はならない。 

（３）金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

（４）宣伝行為の禁止 

１）本業務の宣伝 

民間事業者及び本業務に従事する者は、国土交通省航空局及び「国際航空旅客動態調査」の名

称又はその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること（一般的な会社案内資

料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）

及び当該自ら行う業務が国際航空旅客動態調査の業務の一部であるかのように誤認させるおそ

れのある行為をしてはならない。 

２）自らが行う事業の宣伝 

民間事業者は、本業務の実施にあたって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

（５）法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならな

い。 

（６）安全衛生 
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民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定

め、関係法令に従って行わなければならない。 

（７）記録及び帳簿書類等 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類等を、翌年度より５年

以上保管しなければならない。 

（８）権利の譲渡 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡して

はならない。 

（９）権利義務の帰属等 

１） 民間事業者は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作権法（昭和 45 年法律第

48 号）第 27 条及び第 28 条を含む著作権の全てを国土交通省航空局に無償で譲渡するものと

する。 

２） 民間事業者は、成果物に関する著作者人格権（著作権法第 18条から第 20条までに規定され

た権利をいう。）を行使しないものとする。ただし、国土交通省航空局が承認した場合は、こ

の限りではない。 

３） １）及び２）に関わらず、成果物に民間事業者が既に著作権を保有しているもの（以下「請

負者著作物」という。）が組み込まれている場合は、当該請負者著作物の著作権についてのみ、

民間事業者に帰属する。 

４） 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、民間事業者が当該

著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

（１０）取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は国土交通省航空局以外

の者との契約に基づき実施する事業に用いてはならない。 

（１１）再委託の取扱い   

１）全部委託の禁止 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

２）再委託の合理性等 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあ

らかじめ技術提案書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託先に委託す

る業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性）について記載しなければならない。 

３）契約後の再委託 

民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を

明らかにした上で国土交通省航空局の承認を受けなければならない。 

４）再委託先からの報告 

民間事業者は、上記２) 又は３)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収

することとする。 

５）再委託先の義務 

再委託先は、上記９．２及び９．３．（２）～（１０）までに掲げる事項について、民間事業
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者と同様の義務を負うものとする。 

６）民間事業者の責任 

民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の責めに帰すべき事由は、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事

業者が責任を負うものとする。 

（１２）契約内容の変更 

民間事業者及び国土交通省航空局は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事

由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相

手方の承認を受けることとする。 

（１３）契約の解除 

国土交通省航空局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

１）法第 22条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

２）暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。 

３）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった

とき。 

（１４） 契約解除時の取扱い 

１）契約解除時の請負報酬の支払 

上記（１３）に該当し、契約を解除した場合には、国土交通省航空局は民間事業者に対し、当

該契約の解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間に係る請負報酬を支払う。 

２）契約解除時の違約金と本業務の完了 

上記（１３）に該当し、契約を解除した場合、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違

約金として国土交通省航空局の指定する期間内に納付するとともに、国土交通省航空局との協

議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならない。 

３）延滞金 

国土交通省航空局は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わ

ないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 100分の

５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

４）損害賠償 

国土交通省航空局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすること

ができる。なお、国土交通省航空局から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を

同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償につい

て、支払済額とみなす。 

（１５）不可抗力免責 

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により請負事業の全部若しくは一部の履行が

遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。 

（１６）契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と国土交通省航空局が協

議するものとする。 
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（１７）業務途中における入札参加グループからの脱退 

代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退するこ

とはできない。 

（１８）業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 

参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国土交通省

航空局の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の業務を完了するものとする。 

ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び国土

交通省航空局の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を

加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。 

（１９）談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い 

１）民間事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は国土交通省航空局

の請求に基づき、契約額（本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の

１００分の１０に相当する額を違約金として国土交通省航空局の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

①本契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は民間事業者が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が民間事業者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３

において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」とい

う。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条

第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

②納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（次号に

おいて「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ

たとき。 

③納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取引

分野が示された場合において、本契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正

取引委員会が民間事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命令に

おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。 

④本契約に関し、民間事業者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号に規定する刑が

確定したとき。 

２）民間事業者は上記１）の規定による金額を国土交通省航空局の指定する期日までに支払わない

ときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）第 8条第 1項の規定に基づき、財務大臣

が定めた遅延利息の率で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 
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１０．本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事

業者が負うべき責任等 

本契約を履行するに当たり、民間事業者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合におけ

る、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。 

（１）民間事業者に対する求償 

国土交通省航空局が国家賠償法（昭和 22年法律第 125号）第１条第１項等に基づき当該第三

者に対する賠償を行ったときは、国土交通省航空局は民間事業者に対し、当該第三者に支払った

損害賠償額（当該損害の発生について国土交通省航空局の責めに帰すべき理由が存する場合は、

国土交通省航空局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償するこ

とができる。 

（２）国土交通省航空局に対する求償 

民間事業者が民法（明治 29年法律第 89号）第 709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行

った場合であって、当該損害の発生について国土交通省航空局の責めに帰すべき理由が存する

ときは、当該民間事業者は国土交通省航空局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自

ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。   

（３）その他 

民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者（その者が法人である場合にあ

っては、その役員）若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故意若しくは過失に

よって国土交通省航空局に損害を与えたときは、民間事業者は、国土交通省航空局に対する当該

損害の賠償の責めに任じなければならない。 

 

１１．国際航空旅客動態調査の評価に関する事項      

（１）実施状況に関する調査の時期     

国土交通省航空局は、総務大臣が行う評価の時期（令和 7年 5月を予定）を踏まえ、当該業務

の実施状況については、令和 7年 3月 31日時点における状況を調査するものとする。 

（２）調査の実施方法     

国土交通省航空局は、９．１．の報告等を基に、下記（３）の調査項目について調査を行い、

必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。 

（３）調査項目     

１）９．１．（２）１）～３）に掲げる項目 

２）３．１．（４）７）による業務の履行状況及び報告内容 

（４）意見聴取等     

国土交通省航空局は、本業務の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、民間事業者及

び調査関係機関から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。  

（５）実施状況等の提出 

   国土交通省航空局は、本業務の実施状況等について、（１）の評価を行うため、令和 7年 4月

を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。なお、国土交通省航空局は、本業務の
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実施状況等を提出するに当たり、外部有識者の意見を聴くものとする。 

 

１２．その他本業務の実施に際し必要な事項 

（１）国際航空旅客動態調査の監督上の措置等の監理委員会への報告 

国土交通省航空局は、法第 26条及び第 27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場

合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 

（２）国土交通省航空局の監督体制 

本契約に係る監督職員は、契約担当官等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適

切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督業務は、上記９．により行うこ

ととする。 

（３）主な民間事業者の責務 

１）法第 25条第２項の規定により、本業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなされる。 

２）法第 54 条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１

年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処される。 

３）法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示

に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

４）法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほ

か、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

５）会計検査について民間事業者は、会計検査院法（昭和 22年法律第 73号）第 23条第１項第７

号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第

26条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から資料・報告等の提出を求められ、若しくは

質問を受ける場合がある。 

６）本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 57号）その他関係法令を遵守するものとする。特に統計法は第 41条において、同条に定める

業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならないと定めており、

民間事業者はそのための措置を講ずること。 

（４）評価委員会の開催 

 国土交通省航空局は、落札者決定のための評価、本業務の実施状況の評価等を行うに当たり、

専門的・技術的知見を得るために、国土交通省航空局及び外部有識者（3 名）を構成員とする航

空局総合評価委員会を開催することとする。 
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